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令和 2 年 　 6 月   18日 第 1 回 第6次総合計画の策定について
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第 4 回 第6次総合計画（案）について

         第6次総合計画　答申
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策定体制・策定経過資料 1 策定体制・策定経過 資料 1

策定体制1

協議組織・策定経過2資料１　策定体制・策定経過

意　見

説　明

調整 意見・提言
調整
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総合行政
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　（１）総合行政審議会
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策定体制・策定経過資料 1 策定体制・策定経過 資料 1

　（２）総合計画・総合戦略策定委員会 　（３）プロジェクト会議（ＰＴ会議）
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策定体制・策定経過資料 1 策定体制・策定経過 資料 1

　（２）総合計画・総合戦略策定委員会 　（３）プロジェクト会議（ＰＴ会議）
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策定体制・策定経過資料 1 諮問・答申

資料２　諮問・答申

資料２

　（４）議会全員協議会

　（５）とことん！玖珠町ＷＳ

企第０１１３０１号

令和３年１月１４日

玖珠町総合行政審議会
会長　　小　幡　　弘　　様

玖珠町長　宿　利　政　和

玖珠町第６次総合計画について（諮問）

玖珠町総合計画策定条例第４条の規定に基づき、審議会の意見を求めます。
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策定体制・策定経過資料 1 諮問・答申

資料２　諮問・答申

資料２

　（４）議会全員協議会

　（５）とことん！玖珠町ＷＳ

企第０１１３０１号

令和３年１月１４日

玖珠町総合行政審議会
会長　　小　幡　　弘　　様

玖珠町長　宿　利　政　和

玖珠町第６次総合計画について（諮問）

玖珠町総合計画策定条例第４条の規定に基づき、審議会の意見を求めます。
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諮問・答申資料２ ＳＤＧｓの取組について

資料３　ＳＤＧｓの取組について

資料３

 ＳＤＧｓ（17の目標）の概要1

企第０１１３０１号

令和３年１月１４日

玖珠町長　　宿　利　政　和　　様

玖珠町総合行政審議会
会　長　　小　幡　　弘

玖珠町第６次総合計画の策定について（答申）

　令和３年１月１４日付け企第０１１３０１号で本審議会に諮問のあった「玖珠町第６次総合
計画（案）」について、当審議会の意見は下記のとおりであります。

記

　本審議会は、慎重に審議した結果、この計画を長期展望にたった本町の指針と
して、ここに「玖珠町第６次総合計画（案）」を答申します。
　なお、計画推進にあたっては、本審議会の答申を尊重されるとともに、次の事
項について格別の配慮をされるよう申し添えます。

（１）本計画を推進するにあたっては、この計画の趣旨、内容を広く町民及び関係
団体等に周知を図り、速やかに達成を目指すため、幅広い町民の理解と協
力のもと、その実現に努めること。

（２）各計画の実現を期すため、各部署が真摯に対応し、執行体制の充実を図る
とともに、財政の健全化に留意した実施計画を速やかに策定し、着実な実
現に努めること。

（３）本計画の推進にあたっては、社会情勢の変化や町民ニーズを的確に把握し、
適切な事業の評価・検証・公表を行い、時代に即した柔軟な事業展開に努め
るとともに、随時計画の見直しを行うこと。

・自治体行政は貧困で生活に苦しむ人々を支援する上で最も適したポジションにいます。各自治体にお
いて、すべての住民が必要最低限の暮らしを確保することができるよう、きめ細やかな支援策が求め
られています。

あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる

・自治体は土地や水資源を含む自然資産を活用して農業や畜産などの食料生産の支援を行うことが可
能です。そのためにも適切な土地利用計画が不可欠です。公的・私的な土地で都市農業を含む食料生
産活動を推進し、安全な食料確保に貢献することもできます。

飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する

・教育の中でも特に義務教育等の初等教育においては、自治体が果たすべき役割は非常に大きいとい
えます。地域住民の知的レベルを引き上げるためにも、学校教育と社会教育の両面における自治体行
政の取組は重要です。

あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する

・教育の中でも特に義務教育等の初等教育においては、自治体が果たすべき役割は非常に大きいとい
えます。地域住民の知的レベルを引き上げるためにも、学校教育と社会教育の両面における自治体行
政の取組は重要です。

すべての人々への包摂的かつ公平な質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する

・自治体による女性や子ども等の弱者の人権を守る取組は大変重要です。また、自治体行政や社会シス
テムにジェンダー平等を反映させるために、行政職員や審議会委員等における女性の割合を増やすの
も重要な取組といえます。

ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女子の能力強化（エンパワーメント）を行う

・安全で清潔な水へのアクセスは住民の日常生活を支える基盤です。水道事業は自治体の行政サービ
スとして提供されることが多く、水源地の環境保全を通して水質を良好に保つことも自治体の大事な
責務です。

すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する

・公共建築物に対して率先して省エネや再エネ利用を推進したり、住民が省/再エネ対策を推進するの
を支援する等、安価かつ効率的で信頼性の高い持続可能なエネルギー源利用のアクセスを増やすこ
とも自治体の大きな役割といえます。

すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保する

・自治体は経済成長戦略の策定を通して地域経済の活性化や雇用の創出に直接的に関与することがで
きます。また、勤務環境の改善や社会サービスの制度整備を通して労働者の待遇を改善することも可
能な立場にあります。

包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいの
ある人間らしい雇用（ディーセント・ワーク）を促進する

・自治体は地域のインフラ整備に対して極めて大きな役割を有しています。地域経済の活性化戦略の
中に、地元企業の支援などを盛り込むことで新たな産業やイノベーションを創出することにも貢献す
ることができます。

強靭（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベー
ションの推進を図る

116



 

諮問・答申資料２ ＳＤＧｓの取組について

資料３　ＳＤＧｓの取組について

資料３

 ＳＤＧｓ（17の目標）の概要1

企第０１１３０１号

令和３年１月１４日

玖珠町長　　宿　利　政　和　　様

玖珠町総合行政審議会
会　長　　小　幡　　弘

玖珠町第６次総合計画の策定について（答申）

　令和３年１月１４日付け企第０１１３０１号で本審議会に諮問のあった「玖珠町第６次総合
計画（案）」について、当審議会の意見は下記のとおりであります。

記

　本審議会は、慎重に審議した結果、この計画を長期展望にたった本町の指針と
して、ここに「玖珠町第６次総合計画（案）」を答申します。
　なお、計画推進にあたっては、本審議会の答申を尊重されるとともに、次の事
項について格別の配慮をされるよう申し添えます。

（１）本計画を推進するにあたっては、この計画の趣旨、内容を広く町民及び関係
団体等に周知を図り、速やかに達成を目指すため、幅広い町民の理解と協
力のもと、その実現に努めること。

（２）各計画の実現を期すため、各部署が真摯に対応し、執行体制の充実を図る
とともに、財政の健全化に留意した実施計画を速やかに策定し、着実な実
現に努めること。

（３）本計画の推進にあたっては、社会情勢の変化や町民ニーズを的確に把握し、
適切な事業の評価・検証・公表を行い、時代に即した柔軟な事業展開に努め
るとともに、随時計画の見直しを行うこと。

・自治体行政は貧困で生活に苦しむ人々を支援する上で最も適したポジションにいます。各自治体にお
いて、すべての住民が必要最低限の暮らしを確保することができるよう、きめ細やかな支援策が求め
られています。

あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる

・自治体は土地や水資源を含む自然資産を活用して農業や畜産などの食料生産の支援を行うことが可
能です。そのためにも適切な土地利用計画が不可欠です。公的・私的な土地で都市農業を含む食料生
産活動を推進し、安全な食料確保に貢献することもできます。

飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する

・教育の中でも特に義務教育等の初等教育においては、自治体が果たすべき役割は非常に大きいとい
えます。地域住民の知的レベルを引き上げるためにも、学校教育と社会教育の両面における自治体行
政の取組は重要です。

あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する

・教育の中でも特に義務教育等の初等教育においては、自治体が果たすべき役割は非常に大きいとい
えます。地域住民の知的レベルを引き上げるためにも、学校教育と社会教育の両面における自治体行
政の取組は重要です。

すべての人々への包摂的かつ公平な質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する

・自治体による女性や子ども等の弱者の人権を守る取組は大変重要です。また、自治体行政や社会シス
テムにジェンダー平等を反映させるために、行政職員や審議会委員等における女性の割合を増やすの
も重要な取組といえます。

ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女子の能力強化（エンパワーメント）を行う

・安全で清潔な水へのアクセスは住民の日常生活を支える基盤です。水道事業は自治体の行政サービ
スとして提供されることが多く、水源地の環境保全を通して水質を良好に保つことも自治体の大事な
責務です。

すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する

・公共建築物に対して率先して省エネや再エネ利用を推進したり、住民が省/再エネ対策を推進するの
を支援する等、安価かつ効率的で信頼性の高い持続可能なエネルギー源利用のアクセスを増やすこ
とも自治体の大きな役割といえます。

すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保する

・自治体は経済成長戦略の策定を通して地域経済の活性化や雇用の創出に直接的に関与することがで
きます。また、勤務環境の改善や社会サービスの制度整備を通して労働者の待遇を改善することも可
能な立場にあります。

包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいの
ある人間らしい雇用（ディーセント・ワーク）を促進する

・自治体は地域のインフラ整備に対して極めて大きな役割を有しています。地域経済の活性化戦略の
中に、地元企業の支援などを盛り込むことで新たな産業やイノベーションを創出することにも貢献す
ることができます。

強靭（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベー
ションの推進を図る
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ＳＤＧｓの取組について資料３ ＳＤＧｓの取組について 資料３

ＳＤＧｓ（17の目標）に対応した計画施策体系2

・差別や偏見の解消を推進する上でも自治体は主導的な役割を担うことができます。少数意見を吸い
上げつつ、不公平・不平等のないまちづくりを行うことが求められています。

各国内及び各国間の不平等を是正する

・包摂的で、安全、レジリエントで持続可能なまちづくりを進めることは首長や自治体行政職員にとっ
て究極的な目標であり、存在理由そのものです。都市化が進む世界の中で自治体行政の果たし得る
役割は益々大きくなっています。

包摂的で安全かつ強靭（レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を実現する

・環境負荷削減を進める上で持続可能な生産と消費は非常に重要なテーマです。これを推進するため
には住民一人ひとりの意識や行動を見直す必要があります。省エネや3Rの徹底等、住民対象の環境
教育等を行うことで自治体はこの流れを加速させることが可能です。

持続可能な生産消費形態を確保する

・気候変動問題は年々深刻化し、既に多くの形でその影響は顕在化しています。従来の温室効果ガス
削減といった緩和策だけでなく、気候変動に備えた適応策の検討と策定を各自治体で行うことが求
められています。

気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる

・海洋汚染の原因の8割は陸上の活動に起因しているといわれています。まちの中で発生した汚染が河
川等を通して海洋に流れ出ることがないように、臨海都市だけでなくすべての自治体で汚染対策を講
じることが重要です。

持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する

・自治体は公的／民間セクター、住民、ＮＧＯ/ＮＰＯなど多くの関係者を結びつけ、パートナーシップ
の推進を担う中核的な存在になり得ます。持続可能な世界を構築していく上で多様な主体の協力関
係を築くことは極めて重要です

持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する

・自然生態系の保護と土地利用計画は密接な関係があり、自治体が大きな役割を有するといえます。自
然資産を広域に保護するためには、自治体単独で対策を講じるのではなく、国や周辺自治体、その他
関係者との連携が不可欠です。

陸域生態系の保護・回復・持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への
対処、並びに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する

・平和で公正な社会を作る上でも自治体は大きな責務を負っています。地域内の多くの住民の参画を
促して参加型の行政を推進して、暴力や犯罪を減らすのも自治体の役割といえます。

持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのアクセスを
提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する
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ＳＤＧｓの取組について資料３ ＳＤＧｓの取組について 資料３

ＳＤＧｓ（17の目標）に対応した計画施策体系2

・差別や偏見の解消を推進する上でも自治体は主導的な役割を担うことができます。少数意見を吸い
上げつつ、不公平・不平等のないまちづくりを行うことが求められています。

各国内及び各国間の不平等を是正する

・包摂的で、安全、レジリエントで持続可能なまちづくりを進めることは首長や自治体行政職員にとっ
て究極的な目標であり、存在理由そのものです。都市化が進む世界の中で自治体行政の果たし得る
役割は益々大きくなっています。

包摂的で安全かつ強靭（レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を実現する

・環境負荷削減を進める上で持続可能な生産と消費は非常に重要なテーマです。これを推進するため
には住民一人ひとりの意識や行動を見直す必要があります。省エネや3Rの徹底等、住民対象の環境
教育等を行うことで自治体はこの流れを加速させることが可能です。

持続可能な生産消費形態を確保する

・気候変動問題は年々深刻化し、既に多くの形でその影響は顕在化しています。従来の温室効果ガス
削減といった緩和策だけでなく、気候変動に備えた適応策の検討と策定を各自治体で行うことが求
められています。

気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる

・海洋汚染の原因の8割は陸上の活動に起因しているといわれています。まちの中で発生した汚染が河
川等を通して海洋に流れ出ることがないように、臨海都市だけでなくすべての自治体で汚染対策を講
じることが重要です。

持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する

・自治体は公的／民間セクター、住民、ＮＧＯ/ＮＰＯなど多くの関係者を結びつけ、パートナーシップ
の推進を担う中核的な存在になり得ます。持続可能な世界を構築していく上で多様な主体の協力関
係を築くことは極めて重要です

持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する

・自然生態系の保護と土地利用計画は密接な関係があり、自治体が大きな役割を有するといえます。自
然資産を広域に保護するためには、自治体単独で対策を講じるのではなく、国や周辺自治体、その他
関係者との連携が不可欠です。

陸域生態系の保護・回復・持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への
対処、並びに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する

・平和で公正な社会を作る上でも自治体は大きな責務を負っています。地域内の多くの住民の参画を
促して参加型の行政を推進して、暴力や犯罪を減らすのも自治体の役割といえます。

持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのアクセスを
提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する

 

貧困 飢餓 健康・福祉
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ＳＤＧｓの取組について資料３

教育 都市ジェンダー 水・衛生 エネルギー 不平等 気候変動 海洋資源 陸上資源成長・雇用 生産・消費 平和・公正イノベーション パートナーシップ

 
  

資料４　用語説明

用語説明 資料４

あ行

◆空き家情報バンク制度（P.47）
　空き家の売却、または賃貸等を希望する所有者等から申込みを受けた情報を、玖珠町への定住等
を目的として空き家の利用を希望する者に対し紹介する制度。

　地域が地域の特徴や遊休資源を有効に活用し、地域間の交易を活発化させることで新たな需要
（付加価値）を創出し、すべての地域において経済循環の流れを太くするもの。

　住居と生計を共にしている人々の集まりで持ち家や借家等の住宅に住む世帯、下宿や会社の独身
寮に住む単身者や住宅以外に住む世帯のこと。

　誰でも許可されたルールの範囲内で自由に複製・加工や頒布等ができるデータとして公開するこ
と。様々な公共のデータを、ユーザ(住民、民間企業等)に有効活用していただき、社会経済全体の発展
に寄与することを目的として取り組まれています。

　その地域と何らかの関わりがある人の数。以前住んでいた、ふるさと納税制度を通じて寄付をした
等、様々なかたちで、その地域とのつながりを持つ人の総数。

　さしせまって大切なこと。

　受け取って自分のものにすること。ここでは、新たな技術による利便性や効率化等を受け取り、自ら
の暮らしをよりよいものとしていくことを表します。

　異なる強みを持つ主体が、共通の目標のために、責任と役割を分担し、ともに汗をかいて成果を出
すこと。

　農山漁村に滞在し農漁業体験を楽しみ、地域の人々との交流を図る余暇活動のこと。

　人件費、公債費等の経常的な経費に地方税、地方交付税等を中心とする経常的な一般財源収入が
充当されている割合。財政の弾力性を表し、低いほど弾力性があることを示します。

　悩んでいる人の自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応を図ることができる人のこと。「命
の門番」とも位置づけられています。

　その地域を訪れる人の数。通勤・通学者や観光客等

　65歳以上の単独世帯。

◆域内経済の循環（P.81）

◆一般世帯（P.9）

◆オープンデータ化（P.88）

◆関係人口（P.22）

◆喫緊（P.58）

◆享受（P.86）

◆協働（P.5・30ほか）

◆グリーンツーリズム（P.78）

◆経常収支比率（P.15）

◆ゲートキーパー（P.54）

◆交流人口（P.22）

◆高齢単身世帯（P.10）

 か行
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ＳＤＧｓの取組について資料３

教育 都市ジェンダー 水・衛生 エネルギー 不平等 気候変動 海洋資源 陸上資源成長・雇用 生産・消費 平和・公正イノベーション パートナーシップ

 
  

資料４　用語説明

用語説明 資料４

あ行

◆空き家情報バンク制度（P.47）
　空き家の売却、または賃貸等を希望する所有者等から申込みを受けた情報を、玖珠町への定住等
を目的として空き家の利用を希望する者に対し紹介する制度。

　地域が地域の特徴や遊休資源を有効に活用し、地域間の交易を活発化させることで新たな需要
（付加価値）を創出し、すべての地域において経済循環の流れを太くするもの。

　住居と生計を共にしている人々の集まりで持ち家や借家等の住宅に住む世帯、下宿や会社の独身
寮に住む単身者や住宅以外に住む世帯のこと。

　誰でも許可されたルールの範囲内で自由に複製・加工や頒布等ができるデータとして公開するこ
と。様々な公共のデータを、ユーザ(住民、民間企業等)に有効活用していただき、社会経済全体の発展
に寄与することを目的として取り組まれています。

　その地域と何らかの関わりがある人の数。以前住んでいた、ふるさと納税制度を通じて寄付をした
等、様々なかたちで、その地域とのつながりを持つ人の総数。

　さしせまって大切なこと。

　受け取って自分のものにすること。ここでは、新たな技術による利便性や効率化等を受け取り、自ら
の暮らしをよりよいものとしていくことを表します。

　異なる強みを持つ主体が、共通の目標のために、責任と役割を分担し、ともに汗をかいて成果を出
すこと。

　農山漁村に滞在し農漁業体験を楽しみ、地域の人々との交流を図る余暇活動のこと。

　人件費、公債費等の経常的な経費に地方税、地方交付税等を中心とする経常的な一般財源収入が
充当されている割合。財政の弾力性を表し、低いほど弾力性があることを示します。

　悩んでいる人の自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応を図ることができる人のこと。「命
の門番」とも位置づけられています。

　その地域を訪れる人の数。通勤・通学者や観光客等

　65歳以上の単独世帯。

◆域内経済の循環（P.81）

◆一般世帯（P.9）

◆オープンデータ化（P.88）

◆関係人口（P.22）

◆喫緊（P.58）

◆享受（P.86）

◆協働（P.5・30ほか）

◆グリーンツーリズム（P.78）

◆経常収支比率（P.15）

◆ゲートキーパー（P.54）

◆交流人口（P.22）

◆高齢単身世帯（P.10）

 か行
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用語説明資料４

　通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が可能である者に対して
行う雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な
知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援事業のこと。

　通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して
行う就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のた
めに必要な訓練その他の必要な支援事業のこと。

　大雨が降った時の急激な増水を抑え（洪水緩和）、しばらく雨が降らなくても流出が途絶えないよ
うにする（水資源貯留）など、水源山地から河川に流れ出る水量や時期に関わる機能です。より広い意
味では、水質浄化を含みます。

　パソコンのような従来からある汎用のコンピュータ製品以外で、通信機能やコンピュータを内蔵し、
ソフトウェアによる高度な情報処理機能を利用できる電子機器の総称。明確な定義はありませんが、
スマートフォン等が該当します。

　自分の性をどのように認識しているのか、どのような性のアイデンティティ（性同一性）を自分の感
覚として持っているかを示す概念。「こころの性」と呼ばれることもあります。

　幅広い世代の人々が、各自の興味関心・競技レベルに合わせて、さまざまなスポーツに触れる機会
を提供する、地域密着型のスポーツクラブのこと。て成果を出すこと。

　男性も女性も、意欲に応じて、あらゆる分野で活躍できる社会のこと。
地域の生活や暮らしを守るため、地域で暮らす人々が中心となって形成され、地域経営の指針に基づ
き、地域課題の解決に向けた取り組みを持続的に実践する組織。

　地域の生活や暮らしを守るため、地域で暮らす人々が中心となって形成され、地域経営の指針に基
づき、地域課題の解決に向けた取り組みを持続的に実践する組織。

　年齢や性別、国籍、障がいの有無等に関わらず地域で暮らすすべての人が住み慣れた地域で安心し
て暮らし、生きがいを共に創り、高め合うことができる社会のこと。

　複数の集落が散在する地域において、商店、診療所等の日常生活に不可欠な施設・機能や地域活動
を行う場を、歩いて動ける範囲に集め、さらに周辺の各集落との間をコミュニティバスなどの交通手
段により結んだ地域の拠点。

地域で生産された食用の農林水産物を、その生産地域において消費するという取組。

◆就労継続支援A型（P.64）

◆就労継続支援B型（P.64）

◆水源涵養（P.76）

◆スマートデバイス（P.25）

◆性自認（P.24）

◆総合型地域スポーツクラブ（P.73）

◆男女共同参画社会（P.51）

◆地域運営組織（P.22）

◆地域共生社会（P.21）

◆小さな拠点（P.22）

◆地産地消（P.68）

 た行 

◆高齢夫婦世帯（P.10）
　夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの世帯。

　学校と保護者や地域住民がともに知恵を出し合い、学校運営に意見を反映させることで、一緒に協
働しながら子どもたちの豊かな成長を支え「地域とともにある学校づくり」を進める法律（地教行法
第47条の5）に基づいた仕組み。

　地域住民の移動手段を確保するために地方自治体等が運行するバス。

　少子高齢化と人口減少に備え、コスト削減と利便性の両立のため、都市機能の集約等を進めるコン
パクトシティが政策と公共交通網の再構築をはじめとするインフラネットワークの構築による都市再
整備を組み合わせて実現しようというもの。

　地方公共団体が年度間の財源の変動に備えて積み立てる基金。財源に余裕がある年度に積み立て
ておき、災害等必要やむを得ない理由で財源不足が生じた年度に活用するもので、地方財政法に規
定されています。

　地域をわかりやすく案内することができるサインを景観及び関連する法律等に配慮した内容で整
備すること。良好な景観を創出すること、地域らしさを表現することにより、快適で豊かなまちづくり
を目指すことを目的に実施するもの。

　事業や政策等の計画段階から関わること。

　1G、2G、3G、4Gに続く国際電気通信連合 が定める規定IMT-2020を満足する無線通信シス
テム、「超高速・大容量通信」、「多数同時接続」、「超低遅延」であり、IoTの実現等、これからの暮らしの
様々な場面で活用が期待されています。

　一人ひとりがやりがいや充実を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活
等においても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる
社会のこと。

　災害が発生した際のことを想定し、被害を最小化につなげる都市計画やまちづくりを推進するこ
と。今日、市町村における防災事業の推進の中で主要事業である減災や防災のまちづくりの一環とし
て行われる取組の1つ。

　地方公共団体の借入金（地方債）の返済額（公債費）の大きさを、その地方公共団体の財政規模に
対する割合で表したもの。18％以上の団体は、地方債の発行に際し許可が必要となり、25％以上に
なると単独事業のために地方債を発行することができなくなります。

　一般の市民による後見人であり、市町村が実施する養成研修を受講し、成年後見に関する一定の知
識・態度を身に付けた方の中から、家庭裁判所により成年後見人等として選任された方のこと。

◆コミュニティ・スクール（P.67）

◆コミュニティバス（P.87）

◆コンパクトシティプラスネットワーク（P.92）

◆財政調整基金（P.14）

◆サイン整備（P.74）

◆参画（P.42）

◆次期移動通信システム5G（第5世代移動通信システム）（P.89）

◆仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）（P.22）

◆事前復興（P.36）

◆実質公債費比率（P.15）

さ行

用語説明 資料４

◆市民後見人（P.61）
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用語説明資料４

　通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が可能である者に対して
行う雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な
知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援事業のこと。

　通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して
行う就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のた
めに必要な訓練その他の必要な支援事業のこと。

　大雨が降った時の急激な増水を抑え（洪水緩和）、しばらく雨が降らなくても流出が途絶えないよ
うにする（水資源貯留）など、水源山地から河川に流れ出る水量や時期に関わる機能です。より広い意
味では、水質浄化を含みます。

　パソコンのような従来からある汎用のコンピュータ製品以外で、通信機能やコンピュータを内蔵し、
ソフトウェアによる高度な情報処理機能を利用できる電子機器の総称。明確な定義はありませんが、
スマートフォン等が該当します。

　自分の性をどのように認識しているのか、どのような性のアイデンティティ（性同一性）を自分の感
覚として持っているかを示す概念。「こころの性」と呼ばれることもあります。

　幅広い世代の人々が、各自の興味関心・競技レベルに合わせて、さまざまなスポーツに触れる機会
を提供する、地域密着型のスポーツクラブのこと。て成果を出すこと。

　男性も女性も、意欲に応じて、あらゆる分野で活躍できる社会のこと。
地域の生活や暮らしを守るため、地域で暮らす人々が中心となって形成され、地域経営の指針に基づ
き、地域課題の解決に向けた取り組みを持続的に実践する組織。

　地域の生活や暮らしを守るため、地域で暮らす人々が中心となって形成され、地域経営の指針に基
づき、地域課題の解決に向けた取り組みを持続的に実践する組織。

　年齢や性別、国籍、障がいの有無等に関わらず地域で暮らすすべての人が住み慣れた地域で安心し
て暮らし、生きがいを共に創り、高め合うことができる社会のこと。

　複数の集落が散在する地域において、商店、診療所等の日常生活に不可欠な施設・機能や地域活動
を行う場を、歩いて動ける範囲に集め、さらに周辺の各集落との間をコミュニティバスなどの交通手
段により結んだ地域の拠点。

地域で生産された食用の農林水産物を、その生産地域において消費するという取組。

◆就労継続支援A型（P.64）

◆就労継続支援B型（P.64）

◆水源涵養（P.76）

◆スマートデバイス（P.25）

◆性自認（P.24）

◆総合型地域スポーツクラブ（P.73）

◆男女共同参画社会（P.51）

◆地域運営組織（P.22）

◆地域共生社会（P.21）

◆小さな拠点（P.22）

◆地産地消（P.68）

 た行 

◆高齢夫婦世帯（P.10）
　夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの世帯。

　学校と保護者や地域住民がともに知恵を出し合い、学校運営に意見を反映させることで、一緒に協
働しながら子どもたちの豊かな成長を支え「地域とともにある学校づくり」を進める法律（地教行法
第47条の5）に基づいた仕組み。

　地域住民の移動手段を確保するために地方自治体等が運行するバス。

　少子高齢化と人口減少に備え、コスト削減と利便性の両立のため、都市機能の集約等を進めるコン
パクトシティが政策と公共交通網の再構築をはじめとするインフラネットワークの構築による都市再
整備を組み合わせて実現しようというもの。

　地方公共団体が年度間の財源の変動に備えて積み立てる基金。財源に余裕がある年度に積み立て
ておき、災害等必要やむを得ない理由で財源不足が生じた年度に活用するもので、地方財政法に規
定されています。

　地域をわかりやすく案内することができるサインを景観及び関連する法律等に配慮した内容で整
備すること。良好な景観を創出すること、地域らしさを表現することにより、快適で豊かなまちづくり
を目指すことを目的に実施するもの。

　事業や政策等の計画段階から関わること。

　1G、2G、3G、4Gに続く国際電気通信連合 が定める規定IMT-2020を満足する無線通信シス
テム、「超高速・大容量通信」、「多数同時接続」、「超低遅延」であり、IoTの実現等、これからの暮らしの
様々な場面で活用が期待されています。

　一人ひとりがやりがいや充実を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活
等においても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる
社会のこと。

　災害が発生した際のことを想定し、被害を最小化につなげる都市計画やまちづくりを推進するこ
と。今日、市町村における防災事業の推進の中で主要事業である減災や防災のまちづくりの一環とし
て行われる取組の1つ。

　地方公共団体の借入金（地方債）の返済額（公債費）の大きさを、その地方公共団体の財政規模に
対する割合で表したもの。18％以上の団体は、地方債の発行に際し許可が必要となり、25％以上に
なると単独事業のために地方債を発行することができなくなります。

　一般の市民による後見人であり、市町村が実施する養成研修を受講し、成年後見に関する一定の知
識・態度を身に付けた方の中から、家庭裁判所により成年後見人等として選任された方のこと。

◆コミュニティ・スクール（P.67）

◆コミュニティバス（P.87）

◆コンパクトシティプラスネットワーク（P.92）

◆財政調整基金（P.14）

◆サイン整備（P.74）

◆参画（P.42）

◆次期移動通信システム5G（第5世代移動通信システム）（P.89）

◆仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）（P.22）

◆事前復興（P.36）

◆実質公債費比率（P.15）

さ行

用語説明 資料４

◆市民後見人（P.61）

123



 

用語説明資料４

　対象の状態を連続的あるいは定期的に観察・記録し、継続的に監視し続けること。

　中津市と共同で申請し平成29年度に認定を受けた日本遺産。大正時代に観光資源として注目を
集めた耶馬溪の観光と景観を守ってきた人々の想いを一つのストーリーとしてまとめたもの。

　玖珠町において中学校統合等により利活用等が求められる遊休施設があります。そのため「旧中学
校跡地の利活用に向けた基本的な考え方」や「積極的な遊休施設利活用」を目的とした指針となるも
のです。

　日常生活に生じるさまざまな問題や要求に対して、より建設的かつ効果的に対処するために必要
な能力。

　地方一般財源の不足を補うために特例として発行される地方債。必要に応じて地方自治体が発行
し、償還費用は全額国が負担します。

　配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力。

　人を使わずモノが自動的にインターネットとつながる技術のことを表します。

　レズビアン（L）、ゲイ（G）、バイセクシュアル（B）、トランスジェンダー（T）の頭文字をまとめたもの
で、性的マイノリティの総称の1つ。

　Plan（計画）・Do（実行）・Check（評価）・Action(改善)を繰り返すことによって、生産管理や品
質管理等の管理業務を継続的に改善していく手法のこと。

　AIやIoT、ロボット、ビッグデータ等の革新技術をあらゆる産業や社会に取り入れることにより実
現する新たな未来社会の姿。狩猟社会（Society1.0）、農耕社会（Society2.0）、工業社会（Soci-
ety3.0）、情報社会（Society4.0）に続く、人類社会発展の歴史における５番目の新しい社会の姿
とされています。

　Uターン、Iターン、Jターンの総称、Uターンは地方から都市に移住した人が、再び故郷に戻ること、I
ターンは都市部から出身地とは違う地方に移住して働くこと、Jターンは生まれ育った故郷から進学
や就職で都会に移住した後、故郷に近い地方都市に移住する人口還流現象のこと。

◆ライフスキル（P.53）

◆臨時財政対策債（P.14）

◆DV（ドメスティックバイオレンス）（P.46）

◆IoT（モノのインターネット）（P.23）

◆LGBT（P.24）

◆PDCAサイクル（P.36）

◆Society5.0（P.23）

◆UIJターン（P.82）

 ま行 

 や行 

 ら行 

英数

　
　1年間に町内で行われた各経済活動部門の生産活動によって新たに生み出された付加価値の貨
幣評価額をいいます。これは、町内の生産活動に対し、各経済活動部門の寄与を表すものであって、産
出額から中間投入（原材料、光熱費等の経費）を控除したものです。
　なお、ここでいう「生産」には、農業、製造業等の物的生産のほか、卸売り・小売業、金融・保険業等の
サービス生産や、農業や水産業等で自家消費に充てられた生産物や所有者自身が使用する住居（持
家）のサービス等本来貨幣交換を伴わないものも含まれます。

　単なるデジタル化やIT化ではなく、デジタル技術を手段として用い、事業や働き方に革命的な変化
をもたらすこと。デジタル技術を手段とし、ワークスタイルやライフスタイルの変革、市場開拓、新たな
価値の創造を実現する意味合いを持っています。

　空き家のうち、放置することが不適切な状態にある建物（その敷地を含む）のこと。次の状態にある
場合が該当します。
・空き家のうち、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険な状態または、著しく衛生上有害
となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

　地域の歴史的魅力や特色を通じてわが国の文化・伝統を語るストーリーを「日本遺産（Japan 
Heritage）」として文化庁が認定するもの。

　農業経験がない人でも就農するために必要な技術や知識を身につけることが可能で、技術習得の
ための実習及び座学、学んだことを自らが管理するほ場（農地）で実践する模擬営農で構成されてい
ます。

　文献から情報を得る方法に止まらず、自ら現場に出て調査する手法のこと。

　電波の届かない地域あるいは電波の送信が規制されている地域。

　生まれた故郷や応援したい自治体に寄付ができる制度。

　加齢とともに心身の活力（運動機能や認知機能等）が低下した「虚弱」な状態を指し、健康な状態と
日常生活で介護が必要な状態の中間の状態のこと。

人種、出身国、民族、宗教、性的指向、性別、容姿、障がいといった、自分から主体的に変えることが困
難な事柄に基づいて、属する個人または集団に対して、攻撃、脅迫、侮辱する発言や言動のこと。

◆町内総生産（P.13）

◆デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）（Digitaltransformation）（P.95）

◆特定空家等（P.95）

◆日本遺産（P.75）

◆ファーマーズスクール（P.48）

◆フィールドワーク（P.65）

◆不感地域（P.89）

◆ふるさと納税（P.49）

◆フレイル（P.60）

◆ヘイトスピーチ（P.65）

な行

は行

用語説明 資料４

◆モニタリング（P.66）

◆やばけい遊覧（P.75）

◆遊休施設利活用ガイドライン（P.104）
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用語説明資料４

　対象の状態を連続的あるいは定期的に観察・記録し、継続的に監視し続けること。

　中津市と共同で申請し平成29年度に認定を受けた日本遺産。大正時代に観光資源として注目を
集めた耶馬溪の観光と景観を守ってきた人々の想いを一つのストーリーとしてまとめたもの。

　玖珠町において中学校統合等により利活用等が求められる遊休施設があります。そのため「旧中学
校跡地の利活用に向けた基本的な考え方」や「積極的な遊休施設利活用」を目的とした指針となるも
のです。

　日常生活に生じるさまざまな問題や要求に対して、より建設的かつ効果的に対処するために必要
な能力。

　地方一般財源の不足を補うために特例として発行される地方債。必要に応じて地方自治体が発行
し、償還費用は全額国が負担します。

　配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力。

　人を使わずモノが自動的にインターネットとつながる技術のことを表します。

　レズビアン（L）、ゲイ（G）、バイセクシュアル（B）、トランスジェンダー（T）の頭文字をまとめたもの
で、性的マイノリティの総称の1つ。

　Plan（計画）・Do（実行）・Check（評価）・Action(改善)を繰り返すことによって、生産管理や品
質管理等の管理業務を継続的に改善していく手法のこと。

　AIやIoT、ロボット、ビッグデータ等の革新技術をあらゆる産業や社会に取り入れることにより実
現する新たな未来社会の姿。狩猟社会（Society1.0）、農耕社会（Society2.0）、工業社会（Soci-
ety3.0）、情報社会（Society4.0）に続く、人類社会発展の歴史における５番目の新しい社会の姿
とされています。

　Uターン、Iターン、Jターンの総称、Uターンは地方から都市に移住した人が、再び故郷に戻ること、I
ターンは都市部から出身地とは違う地方に移住して働くこと、Jターンは生まれ育った故郷から進学
や就職で都会に移住した後、故郷に近い地方都市に移住する人口還流現象のこと。

◆ライフスキル（P.53）

◆臨時財政対策債（P.14）

◆DV（ドメスティックバイオレンス）（P.46）

◆IoT（モノのインターネット）（P.23）

◆LGBT（P.24）

◆PDCAサイクル（P.36）

◆Society5.0（P.23）

◆UIJターン（P.82）

 ま行 

 や行 

 ら行 

英数

　
　1年間に町内で行われた各経済活動部門の生産活動によって新たに生み出された付加価値の貨
幣評価額をいいます。これは、町内の生産活動に対し、各経済活動部門の寄与を表すものであって、産
出額から中間投入（原材料、光熱費等の経費）を控除したものです。
　なお、ここでいう「生産」には、農業、製造業等の物的生産のほか、卸売り・小売業、金融・保険業等の
サービス生産や、農業や水産業等で自家消費に充てられた生産物や所有者自身が使用する住居（持
家）のサービス等本来貨幣交換を伴わないものも含まれます。

　単なるデジタル化やIT化ではなく、デジタル技術を手段として用い、事業や働き方に革命的な変化
をもたらすこと。デジタル技術を手段とし、ワークスタイルやライフスタイルの変革、市場開拓、新たな
価値の創造を実現する意味合いを持っています。

　空き家のうち、放置することが不適切な状態にある建物（その敷地を含む）のこと。次の状態にある
場合が該当します。
・空き家のうち、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険な状態または、著しく衛生上有害
となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

　地域の歴史的魅力や特色を通じてわが国の文化・伝統を語るストーリーを「日本遺産（Japan 
Heritage）」として文化庁が認定するもの。

　農業経験がない人でも就農するために必要な技術や知識を身につけることが可能で、技術習得の
ための実習及び座学、学んだことを自らが管理するほ場（農地）で実践する模擬営農で構成されてい
ます。

　文献から情報を得る方法に止まらず、自ら現場に出て調査する手法のこと。

　電波の届かない地域あるいは電波の送信が規制されている地域。

　生まれた故郷や応援したい自治体に寄付ができる制度。

　加齢とともに心身の活力（運動機能や認知機能等）が低下した「虚弱」な状態を指し、健康な状態と
日常生活で介護が必要な状態の中間の状態のこと。

人種、出身国、民族、宗教、性的指向、性別、容姿、障がいといった、自分から主体的に変えることが困
難な事柄に基づいて、属する個人または集団に対して、攻撃、脅迫、侮辱する発言や言動のこと。

◆町内総生産（P.13）

◆デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）（Digitaltransformation）（P.95）

◆特定空家等（P.95）

◆日本遺産（P.75）

◆ファーマーズスクール（P.48）

◆フィールドワーク（P.65）

◆不感地域（P.89）

◆ふるさと納税（P.49）

◆フレイル（P.60）

◆ヘイトスピーチ（P.65）

な行

は行

用語説明 資料４

◆モニタリング（P.66）

◆やばけい遊覧（P.75）

◆遊休施設利活用ガイドライン（P.104）
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